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川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成１３年川崎市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「規則で定めるところにより」の次に「、不開示情報（川崎

市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）第８条に規定する不開示情報を

いう。）が記録されている部分を除き」を加える。 

第１６条中「会派が解散し」の次に「、所属議員が１人である会派の当該所属

議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され」を、「代表者であった者」

の次に「（所属議員が１人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては

、その相続人その他の一般承継人）」を、「交付対象議員であった者」の次に「

（交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人）」

を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



提 案 理 由 

 議会議員の政務活動費に係る所要の整備を行うため、この条例を制定するもの

である。 


